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もみじの里（介護予防）短期入所療養介護事業所 

 

 

◇◆ 重要事項説明書 ◆◇ 
  
 あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている介護老人保健施設（介護予防）短期入所療養介護

サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明します。わからないこと、わか

りにくいことがあれば遠慮なくご質問をしてください。 
 
 
 
  この「重要事項説明書」は、介護保険法に関する厚生省令40号5条の規定に基づき、（介護予防）短期

入所療養介護サービス提供契約に際して、事業所があらかじめ説明しなければならない内容を記したもので

す。 
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1 事業主体 

事業主体（法人名） 社会福祉法人鹿追恵愛会 

法人の種類 社会福祉法人 

代表者（役職名及び氏名） 理事長  大 井 和 行 

法人所在地 〒081-0202  河東郡鹿追町北町1丁目13番地 

電話番号及びFAX番号 電話 0156-66-2588   FAX 0156-66-2589 

 

2 事業所の概要 

①事業所の名称等 

事業所の名称 介護老人保健施設もみじの里 

事業所の責任者（管理者） 施設長 長 島  仁 

開設年月日 平成16年12月1日 

介護保険事業者指定番号 介護老人保健施設0154780076号 

事業所の所在地 〒081-0216  河東郡鹿追町鹿追北2線8番地33 

電話番号及びFAX番号 電話 0156 - 66 - 1185    FAX 0156 - 66 - 1184 

メールアドレス m-info@shikaoi-keiaikai.jp 

敷地面積 22,309㎡ 

建物概要 鉄筋コンクリート造平屋建  5803.59㎡ 

事業所で実施するサービス 

介護老人保健施設サービス 

（介護予防）短期入所療養介護サービス 

（介護予防）通所リハビリテーションサービス 

（介護予防）訪問リハビリテーションサービス 

居宅介護支援サービス 

損害賠償責任保険の加入先 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 

 

②主なユニットの設備（1ユニットあたり） 

設備 室数 面積等 

ユニット型居室  一般棟 12室  認知症専門棟 10室  11.60㎡ 

食堂 1ヶ所  

談話室 １ヶ所  

一般浴槽 2ヶ所 個別浴室 

トイレ  一般棟 6ヶ所  認知症専門棟 5ヶ所 
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③その他の主な設備 

設備 室数 面積等 

特別浴室 2ヶ所 入所1ヶ所・通所1ヶ所 

機能訓練室 2室 132.44㎡ 

居酒屋 1ヶ所  

喫煙室 1ヶ所  

オストメイト対応トイレ 1ヶ所  

診察室 1室 21.05㎡ 

ボランティア室 1室  9.17㎡ 

家族介護教室 1室  48.86㎡ 

 

 

3 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

介護老人保健施設もみじの里は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーショ

ン、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保険施設サービスを提供するこ

とで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1 日でも早く家庭

での生活に戻ることができるように支援すること。 
また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、（介護予防）短期入

所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーション及び（介護予防）訪問リハビリテーシ

ョンといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

運営方針 

１．介護老人保健施設 
 ① 病状安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、可能な限り居宅

における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介助、相談及び援助、社

会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の介護、機能訓練、健康管理及び療養上の介

護を行なうことにより、契約者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう努めます。 
 ② 契約者の意思及び人格を尊重し、常にその契約者の立場に立って介護老人保健施設

のサービスを提供するよう努めます。 
 ③ 明るく家庭的な雰囲気を保ち、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行ない、

市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、保健医療サー

ビス、福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 
 
２．（介護予防）短期入所療養介護事業所、（介護予防）通所リハビリテーション事業所 
 ① 要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るた

めの機能訓練及び生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるように支援を行な

うことで、契約者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持並びに契約者の家族の身体

的、精神的負担の軽減を図ります。 
 ② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 
 
３．（介護予防）訪問リハビリテーション 
 ① 要介護となった場合においても、契約者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学

療法、作業療法又は言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行なうことによ

り、契約者の心身の機能の維持回復を図ります。 
 ② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 
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4 職員勤務の体制 

①職員配置状況（平成30年4月1日現在） 

職種 常勤 非常勤 職務内容 

医師（管理者） 1 0 
利用者の診療健康管理を行うとともに、施設全体の業務の統括等を

行います。 

支援相談員 1 0 
利用者及び家族の療養上の相談、他機関や地域との連携調整等を行

います。 

介護支援専門員 2 0 
利用者及び家族の相談や要望に対し、サービス計画の作成、見直し

等を行います。 

介護職員 31 0 
利用者の心身の状況等を的確に把握し、介護を行うとともに家族に

介護に関する指導等を行います。 

看護職員 3 2 利用者の健康状態を的確に把握し、看護及び診療補助等を行います。 

リハビリ職員 1 0 
利用者の身体の状況を的確に把握し、機能訓練及びリハビリに関す

る指導等を行います。 

管理栄養士 1 0 利用者の栄養状態を的確に把握し、栄養管理及び指導等を行います。 

 ※上記の員数を超えて配置している場合があります。 

 

 

②主な職種の勤務体制 

職種 勤 務 体 制 

管理者（医師） 

昼間の体制 
日勤 8：30～17：30 

支援相談員 

介護支援専門員 

リハビリ職員 

管理栄養士 

介護職員 

昼間の体制 
 早番 6：30～15：30 
 日勤 8：30～17：30 
 遅番 10：30～19：30 

夜間の体制 
 夜勤 18：00～翌9：00 

看護職員 
8：00～17：00 
9：00～18：00 
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5 サービスの概要 

（介護予防）短期入所療養介護

計画の作成、見直し 

「8（介護予防）短期入所療養介護計画及び記録について」を参照くだ

さい。 

食 事 
食事の提供及び食事の介助をします。医師の指示にも基づき管理栄養士

が、身体状況・嗜好、栄養バランスに配慮して作成した献立表に基づいて

提供します。簡単な調理、配膳等を介護職員とともに行うこともできます。 

排 泄 
利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自立について

も適切な援助を行います。 

入 浴 
利用者の状況に応じ、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等の適切な

介助を行います。一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者には特殊浴槽

で対応します。週に最低2回ご利用いただけます。 

リハビリテーション 
医師の指示にも基づき理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が利用者

の状況に応じたリハビリテーションを行い、身体機能の維持、拡大ができ

るよう努めます。 

医学的管理・看護 
医師の指示に基づき看護職員が服薬管理を行うとともに、血圧測定、体

温測定等、利用者の健康状態の把握に努めます。 

余暇活動 
趣味活動や日課が継続できるよう、利用者個々の意向やこれまでの生

活歴などを基に諸活動への参加を促すなど、日々をその人らしく過ごせ

るよう支援します。 

相談支援 
 支援相談員を中心に利用者・家族に対し、サービス利用に関する相談

だけでなく、日常生活での不安や悩み、将来的な方向性などの相談につ

いても伴に考えていけるよう努めます。 

  

6 サービスの利用料金 

①保険給付サービス利用料金 

保険給付サービス 

 お支払いいただく利用者負担金は、別表１のとおりです。 
要支援・要介護度別に応じて定められた金額（省令により変更あり）から介護保

険給付額を除いた金額が利用者負担額になります。介護保険からの給付額に変更

があった場合、変更された額に合わせて利用者の負担額を変更します。 
（表示額は 1 割負担分です。2 割負担の場合は表示額に 2 を乗じた額となります） 

②その他のサービス利用料金 

 以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。 

利用者 
負担段階 

滞在費 食費 対象者 

第 1 段階 880 円／日 300 円／日 
生活保護を受給している方。 
住民税世帯非課税者で老齢福祉年金を受けている方。 

第 2 段階 880 円／日 600 円／日 
住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合

計額が 80 万円以下の方。 

第 3 段階

① 
1,370 円／日 1,000 円／日 

住民税世帯非課税で、利用者負担段階第 2 段階以外の方。 
住民税課税者がいる高齢者世帯で、特例減額措置を受け

ている方。 

第 3 段階

② 
1,370 円／日 1,300 円／日 

住民税世帯非課税で、利用者負担段階第 2 段階以外の方。 
住民税課税者がいる高齢者世帯で、特例減額措置を受け

ている方。 

第 4 段階 2,066 円／日 1,445 円／日 
本人は住民税非課税だが、同じ世帯内に住民税課税者が

いる方。 
本人が住民税を課税されている方。 

※利用者負担段階が第 1 段階～第 3 段階までの方が負担軽減の対象になります。 
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フェイスタオル利用料金 12 円／枚 
入浴時及び洗面時に使用するフェイスタオルについ

て、当事業所のものを使用される場合、左記の利用者負

担があります。 

バスタオル利用料金 40 円／枚 
入浴時使用するバスタオルについて、当事業所のもの

を使用される場合、左記の利用者負担があります。 

電化製品使用料 1 品 100 円／日 
テレビ、冷蔵庫を居室に持ち込まれる場合、1 品につ

き左記のとおり利用者負担があります。 

洗

濯

委

託

費 

衣類 110 円／枚 

当事業所委託の業者洗濯を使用される場合、左記のと

おり利用者負担があります。 

個人バスタオル 110 円／枚 

靴下 50 円／足 

個人フェイスタオル 50 円／枚 

個人タオルケット 153 円／枚 

その他 実費 

インフルエンザワクチン 

予防接種料 
実費 

当事業所でインフルエンザワクチンの予防接種をされ

る場合、左記の利用者負担があります。 

肺炎球菌ワクチン 

予防接種料 
実費 

当事業所で肺炎球菌ワクチンの予防接種をされる場

合、左記の利用者負担があります。 

 

 

③利用料金の支払い方法 

利用料、その他の費用の

請求 

利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計

金額により請求いたします。請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 15
日前後に郵送します。 

利用料、その他費用の 

支払い 

請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 
ア）事業者指定口座への振り込み 

   ＊振り込み手数料につきましては、利用者様ご負担となります。 
   【事業者指定口座振込の場合】 
    帯広信用金庫 鹿追支店 普通預金 口座番号 1033861 
    口座名義 介護老人保健施設もみじの里 
イ）口座振替 
  ＊振替手数料につきましては、当法人が負担いたします。 
お支払いの確認後、領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いしま

す。 
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7 利用にあたっての留意事項 

食 事 
栄養面、衛生面の観点から特別な自由がない限り事業所の食事をご利用

ください。また、食品を持ち込まれる場合は必ず職員にお伝え下さい。食

品の状態によっては事業所で処分させていただく場合があります。 

入 浴 
原則として 1 週間に 2 回以上、入浴又は清拭を行いますが、利用者様の

体調によっては入浴サービスを中止させていただく場合があります。 

洗 濯 
洗濯は業者洗濯または家族にお願いしておりますが、汚れ具合によって

は施設職員が漂白剤等で消毒させていただく場合がありますので、支障の

ない服をご用意下さい。 

設備、備品の使用 
事業所内の設備や備品は、本来の用法に従ってご利用ください。本来の

用法に反した利用により破損が生じた場合は、弁償していただく場合があ

ります。 

迷惑行為等 
騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。状況によってサ

ービスを中止させていただく場合があります。また、無断で他の利用者の

居室に立ち入らないようにしてください。 

飲酒、喫煙 
飲酒はご契約時にご相談ください。喫煙は決められた場所でお願いしま

す。ライター等火気の使用及び所持は原則としてお断りいたします。 

所持品の持ち込み 
高価な貴重品の管理及び現金のお預かりは原則として行いません。自宅

から家具や家電を持ち込まれる場合は必ず職員にお伝え下さい。 

動物の持ち込み ペットの持ち込みはお断りいたします。 

宗教活動、政治活動 
事業所内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮くださ

い。 

面会時間 8：00～20：00 とさせていただきます。 

外出 
届け出が必要となります。また、外出時に他医療機関を受診される場

合、必ず事前にお伝え下さい。 

 
 
8（介護予防）短期入所療養介護サービス計画及び記録について 

（介護予防）短期入所

療養介護計画について 

（介護予防）短期入所療養介護サービスは、看護、医学的管理の下での介

護やリハビリテーション、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの在

宅サービスを提供することで、利用者の能力に応じた日常生活を営むことが

できるようにし、可能な限り在宅での生活ができるように支援することを目

的としております。 
事業所の介護支援専門員は、利用者の状況に合わせて適切にサービスを提

供するために、サービス担当者会議等で利用者・家族と協議のうえ（介護予

防）短期入所療養介護計画を定め、また、その実施状況を評価します。 
計画の内容及び評価結果等は書面に記載して利用者・家族に説明のうえ交

付します。 

サービス提供に関する 

記録について 

サービス提供に関する記録は、その完結の日から 2 年間保管します 

（診療録については、5 年間保管します）。また、利用者又は利用者の家族

はその記録の閲覧が可能です。複写の交付については実費をご負担いただき

ます。 
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9 高齢者虐待防止について 

高齢者虐待防止等 
のための取り組み 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。 
・研修等を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 
・個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 
・職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整える他、職員が

利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

10 身体的拘束等について 

身体的拘束等の禁止 
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為

(以下｢身体的拘束等｣という。)を行いません。 

緊急やむを得ない場合

の検討 

緊急やむを得ない場合は、以下の要件をすべて満たす状態であるか、医

師、支援相談員、介護支援専門員、リハビリテーション職員、看護職員、介

護職員等で構成する会議で検討します。個人では判断しません。 
・当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が

著しく高い場合。 
・身体的拘束等を行う以外に代替する介護方法がないこと。 
・身体的拘束等が一時的であること。 

家族への説明 
緊急やむを得ない場合はあらかじめ利用者の家族に、身体的拘束等の内

容、目的、理由、拘束等の時間帯、期間等を詳細に説明し、同意を文書で得

た場合のみ、その条件と期間内においてのみ行うものとします。 

身体的拘束等の記録 
身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

再検討 

身体的拘束等を行った場合には、日々の心身の状態等の経過観察を行い、

検討会議を開催し、拘束の必要性や方法に関する再検討を行い、要件に該当

しなくなった場合は、直ちに身体的拘束等を解除します。また、一時的に解

除して状態を観察する等の対応も考えます。 
 
 
11 秘密の保持と個人情報の保護 

利用者及びその家族に関 

する秘密の保持について 

事業所及び事業所の職員は、サービス提供をするうえで知り得た利用者

及びその家族に関する秘密を正当な利用なく、第三者に漏らしません。こ

の秘密を保持する義務は契約が終了した後も継続します。但し、以下につ

いては法令上、事業所が行うべき義務として明記されていることから情報

提供を行うこととします。 
・サービス提供困難時の事業所間及び行政への連絡、紹介等 
・利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の

市町村への通知 
・利用者に病状の急変が生じた場合の主治の医師への連絡等 
・生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行

政に提供する場合） 
・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づ

く行政への通知 

個人情報の保護について 

事業所は、この重要事項説明書にて利用者から同意を得たものとし、サ

ービス提供上やむを得ない場合、及びサービス担当者会議、実習生の受け

入れ等において利用者及びその家族の個人情報を用いることがあります。 
事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物につ

いては、管理者の注意を持って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 
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12 非常災害時の対策 

非常災害時の対応方法 
災害の内容に応じて、マニュアルに基づき、人命救助を第一に迅速かつ

適切に対応します。災害時は、緊急連絡網にしたがって管理者及び法人本

部に速やかに連絡し、状況にあわせた協力要請を行います。 

平常時の訓練等 
防災訓練マニュアルに添って、年 2 回以上の避難訓練を実施します。管

理者は、訓練の結果を把握し、マニュアルや次回の訓練に活かします。事

業所だけでなく、地域や行政機関と連携した訓練を実施していきます。 

消防計画等 
防火管理者を設置し、消防計画を作成しております。消防計画は鹿追消

防署長へ提出しております。 

防火防犯設備 
避難設備等の概要 

自動火災報知機、消火器、スプリンクラー、消火用水栓 
自動火災通報装置 

 

 

13 緊急時及び事故の発生時の対応方法 

利用者の病状急変等の 
緊急時対応方法 

サービスの提供中に、利用者の体調悪化や病状の急変等の緊急時には、当

事業所の医師へ連絡し、必要な措置を速やかに講じます。また、利用者の家

族に速やかに連絡させていただきます。病状等の状況によっては、事業所の

判断により救急車による搬送を要請する場合もあります。 

事故発生時の対応方法 

当事業所が利用者に対して行う（介護予防）短期入所療養介護サービスの

提供により、事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族・担当ケアマネ

ージャー・市町村・十勝総合振興局に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じます。また、当事業所が利用者に対して行った（介護予防）短期入所療養

介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償

を速やかに行います。 
事故については、事業所として事故の状況・経過を記録し、原因の分析、

再発防止のための取り組みを行います。 

 

 

14 衛生管理と感染予防について 

衛生管理について 

事業所の設備及び備品等については、消毒等の衛生的な管理に努めてい

ます。また、空調設備により適温の確保に努めています。職員の健康管理を

徹底し、職員の健康状態によっては、利用者との接触を制限する等の措置を

講ずるとともに、職員に対して手洗い、うがいを励行する等、衛生教育の徹

底を図っています。利用者にも手洗い、うがいを励行させていただきます。

また、食中毒、感染性胃腸炎、インフルエンザ等の感染症対策マニュアルを

整備し、職員に周知徹底しています。 

感染症対策について 
利用者あるいは家族に感染のおそれがある場合、協力医療機関等での検

査、診察の要請、及び感染拡大の予防的な処置（利用を自粛いただく場合を

含む）を取らせていただくことがあります。 

 

 

15 苦情相談機関 

苦情相談の体制 
及び手順 

苦情または相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必

要に応じて訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立

場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握し

た状況を管理者等とともに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。

対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用

者には必ず対応方法を含めた結果報告を行います。苦情または相談につい

ては、事業所として苦情相談の内容・経過を記録し、原因の分析、再発防止

のための取り組みを行います。 
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事業所苦情相談窓口 
担当者 支援相談員 
※苦情受付箱を事務所受付横に設置しています。 

事業所外苦情相談窓口 

鹿追町地域包括支援センター TEL 0156-66-1311 

上士幌町地域包括支援センター TEL 01564-2-5555 

新得町地域包括支援センター TEL 0156-64-0533 

清水町地域包括支援センター TEL 0156-69-2222 

士幌町地域包括支援センター TEL 01564-5-5161 

北海道国民健康保険団体連合会 審査部介護・障害者支援課企画・苦情係 
苦情相談専用直通電話 TEL 011-231-5175 

 

16 協力医療機関等 

協力医療機関 
鹿追町国民健康保険病院 

TEL 0156-66-2031 

協力医療機関 
医療法人徳州会 帯広徳州会病院 

TEL 0155-32-3030 
 
 
 
 
 
 
 

この重要事項説明書の説明年月日      年      月      日 

 

上記の内容について、介護保険法に関する厚生省令40号5条の規程にもとづき、利用者に説明を行いました。 

事業者 所在地 河東郡鹿追町北町 1 丁目 13 番地 

事業者 名称 社会福祉法人鹿追恵愛会 

事業者 電話番号 電話 0156-66-2588      FAX 0156-66-2589 

事業者 代表者名 理事長    大 井 和 行      ㊞ 

 

説明担当者  支援相談員           ㊞ 
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私は、本説明書にもとづいて、重要事項の説明を確かに受け、サービスの提供の開始について同意いたします。 

フェイスタオル利用料金 12円／枚 □ 同意します 

バスタオル利用料金 40円／枚 □ 同意します 

電化製品使用料 1品100円／日 □ 同意します 

洗

濯

委

託

費 

衣類 110 円／枚 □ 同意します   □ 汚染時のみ同意します 

個人バスタオル 110 円／枚 □ 同意します   □ 汚染時のみ同意します 

靴下 50 円／足 □ 同意します   □ 汚染時のみ同意します 

個人フェイスタオル 50 円／枚 □ 同意します   □ 汚染時のみ同意します 

個人タオルケット 153 円／枚 □ 同意します   □ 汚染時のみ同意します 

その他 実費 □ 同意します   □ 汚染時のみ同意します 

インフルエンザワクチン 

予防接種料 
実費 □ 同意します 

肺炎球菌ワクチン予防接種料 実費 □ 同意します 

趣味活動材料費 実費 □ 同意します 

 

 

↓※請求書の送付先に○印をつけてください。 

 

利用者    住 所 
〒   － 

 

利用者    氏 名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

                             ㊞ 

利用者   電話番号          －         － 

 

身元引受人    住 所 
〒   － 

 

身元引受人    氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

㊞    

（続柄         ） 

身元引受人   電話番号          －         － 

 

代理人    氏 名 
〒   － 

 

代理人    住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

                             ㊞    

（本人との関係          ） 

代理人   電話番号          －         － 

代理人を定めた理由 
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緊急時及び事故発生時の連絡先 

氏     名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

     

（続柄         ） 

電 話 番 号 
         －         － 

         －         － 

 
 
  ② 氏     名                                       
 
    住     所                                     
 
    電 話 番 号                                     
 
 
  ③ 氏     名                                     
 
    住     所                                     
 
    電 話 番 号                                     


